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65歳（年金受給開始年齢）

自己負担1割
（追加的に消費税
0.3％で実現）

自己負担2割
（追加的に消費税
0.7％で実現）

国保
（県単位――広域連
合の利用も視野）

高齢者医療制度に要する費用は、国保と被用
者保険の間では均等割りで分け、被用者保険
負担分は総報酬で割って応能負担の保険料
率を算定
（被用者保険では保険料率3.3％が高齢者医
療制度用となる――ただし75歳以上への公費
5割負担は継続）

高齢者医療制度

目的：組合健保の保険料率は最高9.62％、最低3.12％である(2007年度）。65歳以上の高齢者にかかる医療費の財

政調整部分だけでも被用者保険に応能負担原則を導入することにより、組合健保の解散を回避し、組合健保のメ
リットをより多くの国民に享受してもらう。とともに、ドイツ被用者保険の医療保険料率は14.6％、フランス13.85％で

あり、日本の今後の医療保険料率引き上げをスムーズに行うことのできるように、負担力の弱い層に過重な負担が
及ばない準備をしておく。

•被用者保険の65歳以上被扶養者に係る割増保険料率を設ける
協会健保 1.0% 組合健保 0.7％

被用者保険
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＜前提条件＞

○ 現行の長寿医療制度の加入者は、長寿医療制度導入前の制度に加入するものとし、前期高齢者の財政調整の
仕組みを７５歳以上にも拡大して適用。

○ 高齢者の医療給付に対する公費負担については次の２ケースを仮定。

ケースⅠ ： 高齢者の医療給付に対して５割の公費負担なし

ケースⅡ ： 現行の長寿医療制度の医療給付に対して５割の公費負担（現役並み所得者の公費負担なし）

注１：協会健保の保険料率換算の［ ］内は納付金に係る協会健保の国庫負担分（75歳以上分の16．4％及び75歳未満分の13％）を除いたものである。

２：健保組合の（ ）は、健保組合の保険料率換算について、加入者1人当たり総報酬の格差よる変動範囲を粗く計算したものである。

３：現行の長寿医療制度の給付に対する公費（支援金に対する公費及び保険料軽減等に対する公費を除く）は、現役並み所得者には公費がつかないことから長寿
医療制度の給付費に対する割合は４６％（平成20年度）となっている。したがって、今回の試算においては、公費割合を４６％とした。

４：納付金は、平成20年度における前期高齢者納付金及び平成20年3月分の老人保健の給付費及び拠出金を年度換算したものを基礎に算出。

５：総報酬は、平成20年度の総報酬を基礎に75歳以上の被保険者本人が長寿医療制度導入前の制度に加入することにより１％増加すると仮定した。

Ⅱ．前期高齢者の財政調整の仕組みを７５歳以上にも拡大した場合
（平成２０年度の医療給付費等を基礎とした極めて粗い計算）

被用者保険 協会健保 組合健保

ケースⅠ ① ９．４兆円 ４．７兆円 ３．６兆円65歳以上医療給付に係る負担
（５割公費を除く）
＜65歳以上給付費＋納付金＞ ケースⅡ ② ６．５兆円 ３．２兆円 ２．５兆円

総報酬 ③ １９６兆円 ７８兆円 ８８兆円

ケースⅠ ①／③ ４．８％ ［４．４％］ ６．１％ ［５．２％］
４．０％

（２．２％～６．８％）保険料率換算

（５割公費を除く）

ケースⅡ ②／③ ３．３％ ［３．１％］ ４．１％ ［３．５％］
２．８％

（１．５％～４．７％）
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被用者保険の65歳以上被扶養者に係る割増保険料率

協会健保 組合健保

65歳以上の被扶養者の医療給付費 ① １．２兆円 ０．６兆円

公費負担 ② ０．５兆円 ０．２兆円

65歳以上被扶養者を扶養する被用者本人の総報酬 ③ ７．６兆円 ５．３兆円

割増保険料率（被扶養者1人あたり） （①－②）／③ ９％程度 ７％程度

○ 公費負担は、現行の長寿医療制度と同様の75歳以上の医療給付費に対する５割の公費負担の他、協会健保
には、５割公費分を除く医療給付費にも国庫負担（75歳以上分の16．4％及び75歳未満分の13％）を仮定。

※ 平成18年度健康保険被保険者実態調査の被保険者数及び総報酬並びに平成20年度予算ベースの1人当り医療給付費を基礎とした推計値

Ⅰ．65歳以上被扶養者の医療給付を賄うために必要な保険料率

仮に、65歳以上被扶養者が被用者保険に加入する場合に割増保険料を被保険者本人から徴収する

と仮定した場合の割増保険料率を計算。

Ⅱ．長寿医療制度において負担することとなる保険料相当額を割増保険料率とする場合

○ 長寿医療制度の均等割保険料の平均額（年額） 41,500円 ･・・ ①

（被扶養者は所得割を負担せず世帯としては軽減世帯に該当しないと仮定）

協会健保 組合健保

65歳以上被扶養者を扶養する被用者本人の ②
１人当たり平均総報酬

４１０万円 ６１０万円

割増保険料率（被扶養者1人あたり） ①／② １．０％程度 ０．７％程度
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高齢者の患者負担割合を1割に変更した場合の医療費・医療給付費の変化

医療費 医療給付費
実効給付率

変更前 ４０，４００億円 ３３，１００億円 ８１．８％

変更後 ４４，５００億円 ４０，９００億円 ９１．９％

増加額 ４，０００億円
７，８００億円

（消費税0.3%）
-

○ 現行制度で３割負担の65歳以上高齢者の患者負担割合を１割負担に変更した場合の

医療費・医療給付費の変化を計算。

・現行制度で3割負担の高齢者 ･･･ 65～69歳の者（長寿医療制度対象者除く）及び
70歳以上（長寿医療制度対象者含む）の現役並み所得者

注１： 給付費の変化に伴う受診行動の変化による医療費の波及増（長瀬効果）を見込んでいる。

注２： 変更前の医療費は平成19年度メディアス（概算医療費）ベース。

注３： 実効給付率は、変更前は老人保健の現役並み所得者の実効給付率、変更後は老人保健の一般所得者の実効給付率
（平成１９年１～12月実績）を用いている。

現行制度で3割負担

の高齢者分

現行制度で3割負担

の高齢者分

＜医療費の波及増（長瀬効果）とは＞

制度的な給付率の変更（＝患者負担率の変更）に伴い、１人当たり医療費の水準が変化することが経験的に知られ
ており、この効果を「長瀬効果」と呼んでいる。
例えば、給付率が低くなる（＝患者負担が増加する）制度改革が実施されると、受診行動が変化し、受診率が低下し

たり、１人当たり日数が減少する。 7
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65歳未満の患者負担割合を3割から2割に変更した場合の医療費・給付費の変化（権丈試算）

注１： 給付費の変化に伴う受診行動の変化による医療費の波及増（長瀬効果）を見込んでいる。

注２： 変更前の医療費は、平成19年度メディアス（概算医療費）ベース。

注３： 実効給付率は65歳未満の変更前（政管の70歳未満の実効給付率と国保の実効給付率の平均値:77.8％）と変更後は老人の一般所得者の実効給
付率（平成19年1～12月実績:91.9％）の算術平均を用いている。

医療費 医療給付費 実効給付率

変更前
１４６，４００億円 １１４，０００億円 ７７．８％

変更後
１５６，２８７億円 １３２，６８７億円 ８４．９％

増加額
９，８８７億円 １８，７００億円

（消費税0.7％）

-
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第2回「医療費の将来見通しに関する検討会」
配付資料「医療費の要素分解」2頁

9



前期高齢者医療制度への
公費投入の意味を考える上での参考資料

• Ⅰ 前期高齢者医療給付費に定率公費（５
割）を導入した場合の財源構成の変化
– 2.4兆円の公費投入のうち、国保被保険者保険料
の支援に回るのは0.5兆円（11頁資料参照）

• Ⅱ 前期高齢者医療給付費の財政負担を長
寿医療制度と同様にした場合の財源構成の
変化
– 2.4兆円の公費投入のうち、国保被保険者保険料
の支援に回るのはほぼゼロ（12,13頁資料参照）
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Ⅰ 前期高齢者医療給付費に定率公費（５割）を導入した場合の財源構成の変化

注１：現行の長寿医療制度は、現役並み所得者は5割公費がないことから、給付に対する定率公費の割合は平成21年度予算ベースで４７％となって

いる。したがって、今回の試算では、前期高齢者の給付に対する公費割合を４７％と仮定。
注２：市町村国保の公費割合は５０％として試算しており、市町村国保の保険料軽減等に対する公費の影響については考慮していない。

財源内訳

協会健保 組合健保、共済等 国保
前期高齢者

給付費

保険料 公費 保険料 保険料 公費

定率公費

（5割）

現行制度 ５．２ １．３ ０．２ １．７ １．０ １．０ －

前期高齢者に
定率公費（５割）
を導入した場合

５．２ ０．７ ０．１ ０．９ ０．５ ０．５ ２．４

（単位：兆円）

※ 平成21年度予算ベース
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Ⅱ 前期高齢者医療給付費の財政負担を長寿医療制度と同様にした場合の財源構成の変化

○ 前期高齢者医療給付費の財源 ・・・ 前期高齢者の保険料２割、公費５割、支援金３割と仮定

注１：現行の長寿医療制度は、現役並み所得者は5割公費がないことから、給付に対する定率公費の割合は平成21年度予算ベースで４７％となって

いる。したがって、今回の試算では、前期高齢者の給付に対する公費割合を４７％と仮定。
注２：市町村国保の公費割合は５０％として試算しており、市町村国保の保険料軽減等に対する公費の影響については考慮していない。

協会健保、組合健保、国保等の各制度の保険料は、現行制度ではそれぞれの制度に加入している前期高齢者の保険料を含むが、長
寿医療制度と同様の財政負担とした場合、前期高齢者の保険料は先当てされるため各制度の保険料は65歳未満の者の保険料のみと
なる。

現行制度において前期高齢者約1400万人（平成21年度予算案ベース）は、協会健保に170万人（12%）、組合健保、共済等に90万人
（7%）、国保に1160万人（82%）が加入している。

財源内訳

協会健保
組合健保、共済

等
国保

前期高齢者

給付費

保険料 公費 保険料 保険料 公費

前期高齢者

の保険料

（２割）

定率公費

（5割）

現行制度 ５．２ １．３ ０．２ １．７ １．０ １．０ － －

長寿医療制度と
同様の財政負担

とした場合
５．２ ０．５ ０．１ ０．７ ０．２ ０．２ １．０ ２．４

（単位：兆円）

現行制度において、前期高齢者の保険料は前期高齢者給付費のおおむね２割と見込まれることから、
機械的に前期高齢者の保険料の割合を２割と仮定した。

※ 平成21年度予算ベース
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保険料
（65歳未満）

０．５兆円

第５回配付資料「前期高齢者医療給付費の財政負担を長寿医療制度と同様にした場合の
財源構成の変化（12頁）」のポンチ絵（権丈作成）

公費 ２．４兆円
前期高齢者の保険料

１．０兆円

公費
０.２

公費
１．０兆円

公費

0.1

現行制度

長寿医療制度
と同様の財政
負担とした場合 公費

０．２

＜前期高齢者医療給付費 ５．２兆円（平成21年度予算案ベース）＞

保険料
（65歳未満）

０．２

公費 ５割 保険料 ２割 支援金 ３割

保険料
（65歳未満）

０．７兆円

協会健保
０．６兆円

組合、共済等
０．７兆円

国保
０．５兆円

国保 ２．０兆円組合健保、共済等 １．７兆円協会健保 １．５兆円

保険料1.0兆円保険料1.7兆円保険料1.3兆円

国保 前期
高齢者0.82
兆円

組合 前期高齢者0.07兆円協会 前期高齢者0.12兆円前期高齢者保険料
（合計が1.0兆円になら

ないのはマルメの誤差
による）

13


	2009年3月11日�第6回「高齢者医療制度に関する検討会」�提出資料�（これまでの発言が寄って立つ位置）
	被用者保険の65歳以上被扶養者に係る割増保険料率
	高齢者の患者負担割合を1割に変更した場合の医療費・医療給付費の変化
	65歳未満の患者負担割合を3割から2割に変更した場合の医療費・給付費の変化（権丈試算）
	第2回「医療費の将来見通しに関する検討会」�配付資料「医療費の要素分解」2頁
	前期高齢者医療制度への�公費投入の意味を考える上での参考資料

